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1. はじめに 一 問題の提起一

港湾管理主体に対して外部からの補助はできるかぎり避けるべきであるか

どうかは，きわめて重要な問題である。日本をはじめ先進諸国において， 多

くの港湾がしばしば外部から補助されている。港湾l乙対する補助は特別な場

合lζ限られるものではなく，むしろそれが一般的であるとするならば，本来

港湾は剰余生産が不可能な産業であり，港湾補助は当然のものであるという

議論もありうる。その場合においては， 「港湾lと対する補助ははたして妥当

であろうか」という疑問そのものが問われるであろう。ところで，港湾lζ対

する補助を正当化する論拠はし、かなるものか，及び，その妥当性については

分析を要する問題である。本論文においては，以上の問題意識を港湾経営の

観点からとらえて，港湾補助の妥当性を検討し，またその論理の客観性を吟
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あわせて港湾管理主体の独立採算制および港湾経営の意味昧すると同時に，

を明確にするつもりである。

日本および欧米諸国における港湾補助の現状

日本の港湾管理者の形態には，地方自治体，港務局，一部事務組合の三つ

がある。「港務局」は経営原則として独立採算制を建前としているが，現実lとは

いまだ実現していない。地方自治体が港湾管理者である港湾のうち，企業会

2. 

しかし，全体的にみると港湾財ごく一部である。計が実施されているのは，

政は自治体の一般会計l乙組み込まれているので，港湾財政が一般会計から独

立しておらず，独立採算制も実施されていない。もちろん，神戸港のように

先進的な港湾においては，港湾財政が一般会計から独立し，独立採算制が達

日それは例外的ケースである。そ乙で，全体的にみると，成されているが，

本の港湾管理者の独立採算制は実現していないといえる。その結果，港湾収

支の不均衡は，自治体もしくは国家によって補助されているのが一般的であ

（表l参照）
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特lζ，国家iζよる補助の詳細な内容は「港湾法JK規定されている。つま

り，国家による港湾補助は法律によって裏づけられているのである。例えば

港湾の基本施設に対する国の補助率をみると（表 2参照） 離島， 北海道

等の港湾への補助率が高いのは，その地域の開発振興策の一環と して行われ

ており，特殊なケースと考えられる。 他方，上記以外の一般的地域において

は，その港湾が国家の利害にとって重要な位置を占める港湾， HrJち，重要港

湾および特定重要港湾である場合には補助率が高くなる。特定重要港湾の場

合，貨物量および港湾施設の整備のいずれの状況も地方港湾より優れている

ので，財政状況が良好になる可能性に富んでいるといえる。しかし，実際に

は特定重要港湾の方が地方港湾よりも補助率が高い。

表2 港湾事業の負担率，補助率一覧表 （昭和58年度）
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と乙ろで，港湾i乙対する外部からの補助は，欧米諸国の港湾にも見られ，

決して日本の港湾に固有な現象ではない。ただし，日本のように法律をもっ

て港湾補助を実施している国は，フランスなどの一部の国を除いてほとんど

見られない。

次lζ，欧米諸港lとおける港湾補助の現状を見てみよう。ただし，紙幅が限

られているのでと乙では概略にとどめる。まず，＜表 3＞を参照されたい。
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表3 西ヨーコッパ諸国における港湾投資費負担の比較

国名 投資費負 l!! 管理維持政負担 参考
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are subsidized),Maritime Policy and Management,Vo＼・13,1986,p.p 
121--l.22 
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く表 3＞は，西ヨー ロッパ諸国における港湾の基本施設に対する港湾補助

の状況を示したものである。乙れを一見すれば，当該諸国における港湾補助

の概要が理解されよう。

さらに， ＜表 3＞ から港湾補助lζ対する 2つの考え方が読みとれる。第

-IC，イギリス，アイノレランド，そしてデンマークのように， 固による補助

が行われない場合である。第二に，フランス，ベルギー，オラン夕、，そして

西ドイツ（さらに＜表・ 3>1とは掲載していないがアメリカを含めて） のよ

うに，固による港湾補助が行われる場合である。

イギリスにおいては，港湾は伝統的iζ一種の産業であるという強い意識を

もって，港湾経営が行われているので，国家による港湾補助はほとんどない

と思われる。例えば，従来は国家管理下にあったBTD Bさえも1981年lζ
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民営化されるに至ったのである。港湾が一種の産業であるから当然K収益性

が重視されるという考え方は，次のようにロッチデーノレ報告書のなかにも示

されている。「港湾サービスが公共サービスであるがために，ポート・オー

ソリティの財政を健全にする乙とが制限されるとするならば，我々は港湾の

公共サービス概念を拒否する。主要港湾の場合，公共サービスの提供を商業

ベースで行なってはならない，という理由は全くないのである。」 I）ζれは

イギリスにおける港湾財政のあり方を示している典型的例である。

反対lζ，西ヨーロ ッパ大｜涯の場合，基本的lζは港湾経営の形態をとってい

るものの，社会資本としての港湾の性格が強く認識され，固による港湾補助

が行われている。乙れらの港湾lζおいて固による港湾補助を行なう理由と し

ては，様々な要因があるが，その港湾が置かれている立地的 ・社会的条件を

無視する乙とはできない。つま り，ロッテノレダム，アン 卜ワープ，ルアーブ

ノレ，ハンブノレグなどの場合，ヒンターランドが同一地域であるため港湾問の

競争が激しし、。さらに，その競争に対して様々な対抗策を講じなければなら

ず，その手段のーっとして国家による補助がなされているのである。と乙ろ

が，同じ西ヨーロッパ大陸の中で－も，フランスとそれ以外の国々の場合とで

は，補助iζ対する考え方が異なる。 即ち，フランスは港湾問の国際的競争を

意識して自国港湾の利用度を高めるために国家政策のーっとして港湾補助を

実施しているのである。 2）乙れに反して， ロッテノレダム，アントワープ，ハ

ンブノレグのような河川港の場合，河川がもっ意味が非常K重要となる。即ち

乙れらの港湾が所在する国家においては，河川による内陸水路が重要な交通

手段であり，特lζ国土の多くの部分が河川よりも低地に属しているオラン夕、

ベルギーlζおける河川の管理は，港湾が所在する特定地域にとってだけでな

く，国家的な観点からも非常に重要である。また，乙れらの国々の港湾は，

中継貨物に依存する比率が高い。つまり，河川の波深，水門，防波堤などは

国家全体的にその重要性が認められ，乙れらの港湾施設に対する補助が行わ

れているのである。

アメリカの場合も補助はなされているが，それは西ヨーロ ッパ諸港と異な

り，港湾が国防上重要な位置を占めるためである。3）その結果として，ポー
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ト・へード・ラインの外側における施設の整備は連邦政府の責任に属してい

る。それで，泊地，航路の後諜は，国防省の海軍工兵隊が担当しており，灯

台，浮標施設は，沿岸警備隊が整備・管理している0 4) （ただし，セイント

．ローレンス航路は乙の例ではない。）

次iζ，港湾補助の形態も固によって多様である。例えば，航路・水門・防

波堤などの基本施設を国，文は公共団体のように，港湾管理主体以外の者が

整備し，かつその施設投資lこみあう利用料金の徴収もしていない場合もあれ

ば，港湾財政を自治体の財政の一部lζ組み込む乙とによって，港湾経営から

生ずる収支不均衡分が自治体の一般会計から補演される場合もある。また，

アメリカのように， 「議会で承認を得た直接の支出金，税の裏づけのある債

券，ポート・オーソリティより徴収される税，課税の免税，市または郡の行

政事務を正常に行う上で地域社会lζ対する公共サービスの形で港湾当局lζ与

えられる間接助成」 5）なども港湾補助である。乙乙でいう港湾補助の概念は

次のとおりである。即ち，「港湾投資の最小報酬率が，その港湾に投資され

る資本の機会費用を下廻る場合には，その港湾プロジェ ク卜は，補助を受け

ている」 6）という乙とである。

3. 港湾補助の根拠

前2まにおいては日本をはじめ， 欧米諸国の港湾に対する国家補助の現状を

概観した。次に，港湾補助の論拠はいかなるものかを指摘し，それが客観的

に成立するかどうかを検討する。

一般的K港湾補助が正当化されるのは，港湾収入で港湾費用を賄う乙とが

できない場合である。換言すると，港湾料金がその原価水準以下iζ抑えられ

る乙とが正当であると認められる場合である。それゆえ， ζ乙では港湾料金

が原価を下廻る水準で・決定される原因を批判的lζ検討する。

港湾料金が原価よりも低く，かつそれが妥当であるとする論理は，あまり

明確には論じられていない。 しかし，それはおそらく次のように整理する乙

とができると思われる。即ち，①港湾は社会資本であるという乙と，＠港湾
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サービスの生産は費用逓減の下で行われている乙と，＠港湾は所得移転目的

または地域開発目的のための政策的手段である乙と，等である。以下，乙れ

らの要因について詳細に検討する。

まず，港湾は社会資本であるからその投資費用の全てを利用者から徴収す

る乙とは望ましくない，という乙とを検討してみよう。社会資本の概念は，

明確でなく非常に暖昧な概念である。つまり，社会資本は政策論上において

国家の経済活動を合理化させるための概念にすぎない。 7）そ ζで，社会資本

の概念、を，①公共サービス，②重要産業，③公共性，等のようにより明確な

概念として解釈する乙とによって分析する。

第ーに，港湾は公共サービスであるから，その料金を原価によって決定す

るのは好ましくない，というととである。と乙ろで，公共サービスは「排除

不可能性」 と「消費の集団性」という特質を有する。前者は，特定の消費者

をそのサービスの消費から排除する乙とは不可能であるという乙とであり，

後者は，あるサ ビスが多くの人々によって同時に等量消費されるが，その

消費によって混雑現象が生じないという乙とを意味する。港湾や道路などの

場合， 「排除の不可能性Jという特質は満たされるが，「消費の集団性」は満

たされない。したがって，港湾が公共サービスである，という理由で料金を

低く抑えるべきであるという論理は成立しない乙とになる。乙乙で，前述し

たロッチデーノレ報告書の指摘を再度想起してみよう。「港湾サービスが公共

サービスであるがために，ポート・オーソリティの財政を健全にする乙とが

制限されるとするならば，我々は港湾の公共サービス概念を拒否する。主要

港湾の場合，公共サービスの提供を商業ベースで行なってはならない，とい

う理由は全くないのである。J

第二lζ，港湾の社会資本概念を国民経済における重要産業であると解釈し

て，港湾補助の妥当性を検討してみる乙とにする。港湾が国民経済lζ欠くべから

ざる重要産業であるのはいうまでもない乙とである。例えば，昭和30年代の後半

lζ発生した船込問題は，いわゆる「港湾問題」にまで進展し，国民経済のIll員調

な再生産lζ深刻な影響を及ぼしたのは周知のことである。また，港湾は次の

ような経済および社会開発効果がある0 8）①直接経済効果一一流通経費の節
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約，付加価値の増加，事業効果一②地域経済効果 地域所得の向上一

①国民経済効果一国民所得の向上一④コミュニティ効果一住民サーヒ

ス向上，地域ストック増加ー⑤国土開発効果一人口，産業の配置一等

等。

と乙ろで，港湾が以上の経済および社会開発効果を有し，地域社会および

国民経済lとおいて重要な役割を演ずる乙とと，原価を下廻る水準で港湾料金

を決定する乙ととは何の関係もない。港湾lζ対する投資も稀少資源の投資で

ある限りは機会費用を発生させる。したがって，投資される資源が，他の分

野lζ投資されるとしても，港湾投資のような開発効果を有するのであるから，

港湾投資だけが特別に取扱われる必要はない。また，港湾投資の所得発生や

雇用創出などの効果が他分野lζ対する投資効果よりも大きい場合にも，それ

だけでは港湾料金が原価を下廻る理由とはならない。もし，港湾投資の外部経

済が大きく，かっ港湾管理主体の独立採算制が維持できない場合には，外部

経済の内部化が考えられ，それによって港湾収支の不均衡分をカバーするζ

とができょう。要するに，港湾が地域社会や国民経済において重要な役割を

演ずる乙とと港湾料金が原価水準を下廻る乙ととは，全く関係がないという

乙とである。

第三lζ，港湾の社会資本概念、が公共性概念として理解される場合である。

公共性概念も非常に多岐にわたって用いられ．暖昧な概念となっている。し

かし，交通機能としての港湾の公共性は「排除不可能性JK他ならないであ

ろう。 9）つまり，それは港湾が広く公共に提供されるべきであるという「公

正性」になる。 ζの意味における港湾の公共性は，たしかに認められるが，

乙の場合においても，港湾の公共性と原価水準以下の港湾料金の決定とは何

らの関係を有しなし、。

以上のように，港湾サービスは公共サービスであり，また，港湾は重要産

業でもあり，そ して港湾機能は公共性を有する。港湾の社会資本の概念を以

上の意味で解釈すると，たしかにそれは認められるが，既lζ分析したように

港湾が社会資本概念、であるからといって，港湾料金が原価を反映する乙とを

否定する理由にはならない。
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次lζ，港湾は費用逓減産業，つまり規模の経済が作用するために，料金を

限界費用によって決定し，その場合lζ発生する港湾管理主体の財政赤字は補

助によって賄う，という乙とである。乙れが意味すると乙ろは次の通りであ

る。社会的厚生の最適を達成するための価格は次のように決定される。 社会

的厚生を SW，生産者余剰を TR，消費者余剰をcs，社会的費用を TC,
とすれば，社会的厚生 SWは①式としてあらわす乙とができる。

SW = TR + CS TC ・ ・ ・ ・一①

乙乙で， SWを極大化させるための条件は，①式になる。

~ ( TR + CS -TC ) = 0 ・…・ー ① 
dq 

i ( TR + CS ) = ~ TC = MC…・ ・＠
dq dq 

①式の左辺は，需要曲線D=P(q）の面積であり，右辺は，外部性がない

乙とを前提にすると，港湾管理主体の港湾サー ビス生産の限界費用である。

そ乙で，

TR+ CS= f ~ P( q）・dq @ 

④式を③式lと代入すると，

立（ TR+CS) ＝且 j－~ p ( q）・dq=P( q) =MC dq dq J 

つまり，社会的厚生は，価格＝限界費用が成立すると乙ろで最適化される。

乙の場合，社会的厚生は最適になるが，港湾管理主体には（平均費用一限界

費用）×生産量lζ相当する分だけの収支不均衡が発生する。ところが，それ

は一括定額税を徴収して補損するならば，その問題は解消される。港湾サー

ビスが費用逓滅状況で生産されるならば，以上の論理は妥当と考えられる。

つまり．限界費用で料金を決定して，それによって生ずる収支不均衡分に対

しては，外部の補助によって補填するのが，資源の効率的配分と社会的厚生の

最適化を達成する乙とになるのである。乙のような観点から港湾補助がなさ

れるものであるとするならば，それは客観的に認められる。10)
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と乙ろで，問題は大都市港湾の場合，規模の経済が無限に作用するとは限

らない。つまり， ヒンターランドへの道路整備，その他の流通経費を含めた

港湾開発費用を考慮するならば，港湾サービスの生産は，費用逓増の下で行

われているかもしれない。山と乙ろが，港湾サービスが費用逓減下で行われ

るとするならば，港湾補助は妥当と認められるのである。

最後lζ，港湾投資が後進地域の開発を目的とする所得移転的・政策的観点

からなされる場合，港湾補助は妥当と認められるのである。乙の場合の港湾

投資は，いわゆる公共投資として，地域の均衡的発展，あるいは当該地域に

おける港湾機能の必須性に基づいて行われるので，収益性は見込まれない。

したがって，ζの場合の補助は妥当であると認められるのである。

以上の分析を通じて，港湾補助が認められるのは，所得再配分目的の港湾

投資と港湾サービスが費用逓減下で行われる場合であり，社会資本としての

港湾機能から港湾補助が認められる根拠はない乙とが確認された。

4. 独立採算制と港湾経営

港湾管理主体の独立採算制を前提にすると，港湾補助論は認められなく

なる。本章では，独立採算制と港湾経営の意味を吟味する。港湾管理主体l乙

独立採算制が成立するのは，どのような条件下においてであろうか。それは

「港湾収入によって港湾費用，つまり取替ベースによる資産の減価償却，借

入金に対する利子，租税を償った後に残る金額が，さらに港湾の拡張，改良，

調査等lζ必要とされる費用を賄うことができる場合J12）である。以上の意味

における港湾管理主体の独立採算制は，ロッチデーノレ報告書の指摘によると

イギリスの港湾が目指している目標でもある。 即ち，イギリ スにおける「港

湾は，運営費を償った後，借入金に対する利子，取替ベースによる資産の減

価償却，租税，偶発的災害や小規模の改良のための積立金を港湾収入によっ

て賄う乙とを目指すべきである」 13）というのである。港湾の独立採算制を日

本の港湾管理者の立場でいえば，港湾管理者は「少なくとも管理費，公債利

子，減価償却費を償うに足る経常収入をあげなければならない」凶という乙
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とを意味する。港湾経営は，以上の意味における独立採算制が維持されると

きに，はじめて成立するであろう。乙のような観点から，港湾経営は，高度

の経営能力の発揮を必要とする港湾管理を意味する乙とになる。より具体的

にいうならば，港湾経営は「個々の港湾建設費及び管理の経費をできるだけ

節約し，経費を償うに足る料金を設定しでもそれが高くならないようにすべ

きであるし，たえず雇客である港湾利用者のニーズをマーケテインクーによっ

て正確に捉え，サービスの質の向上をはからねばならないJ15）という乙とに

なる。

以上のような港湾経営をもたらす理念は「私益と公益の調和」にある。港

湾経営を通じて港湾管理主体の健全な財務構造を維持する乙と乙そが，港湾

管理主体，さらには当該港湾の地域社会lζ寄与する乙とにもなるといえよう。

さて，独立採算制は港湾経営l乙非常lζ重要な意味をもつが，それが前提に

なるという乙とは，必ずしも効率的港湾経営を保障するものではない。独立

採算制が前提になる時に生産される港湾サービスは，港湾管理主体の経営能

力が最大l乙発輝される水準で・生産されるという保障はない。つまり，その場合に

おける生産費用が最小化する乙とを保障しない。いわゆる「X非効率」の発生

可能性があるのである。特l乙，港湾サービス市場のように「独占的な市場，

あるいは効率的市場に直面していても競争者に対してなんらかの規制を加え

るととが可能である場合には，収支均衡の条件が経営の効率を高める mce-

ntiveとはならないで，かえって差別価格などの価格政策の適用，あるいは

規制の積極的発動など資源の配分を歪めるような手段がとられる可能性があ

る」16）。その結果，港湾サービスを生産する「公企業lζ課された収支均衡の

制約は経営の効率を高める効果をもたないばかりか，その存在の故に資源配

分を歪めるような市場への干渉を求めかねないJ17）といわなければならない。

以上のように，独立採算制が自動的に確保されるような価格政策の下にお

いては，港湾経営主体の経営能力が最大限に発揮されない場合がある。乙の

ような場合，経営能力の最大の発揮への incentiveを制度的lζ導入する ζと

が必要とされる。例えば，次のような乙とも考えられる問。つまり，①港湾

管理主体における経芭指標と効率指標を，それが効率性を端的に示すような
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形として明示し，時系列的にも，また，外国や圏内の港湾管理主体のそれと

比較できるようにする乙と，②港湾管理主体を効率改善にとって好ましい方

向に「機能的」に民営化する乙と，または競争条件を公平にした上で私企業

と競争させる乙と，そして③参加システムの導入と発展，などである。要す

るに，港湾における独立採算制は，それが自動的に確保されるような価格政

策を前提にすべきではないという乙とである。むしろ，独立採算制は一つの

目標として提示され，港湾管理主体がそれを目指して経営する乙とが望ま し

し、。

5. むすび

日本の港湾管理者は，外部からの港湾補助を前提にして港湾管理を行なう

傾向が強い。それは，特定重要港湾になるにつれて国の補助率が増大する乙

とによく反映されている。港湾補助が港湾の社会資本概念のために行われる

ものであるとすれば，それは問題を内包しているといえる。港湾サービスが

費用逓減の下で生産され，また，後進地域への所得移転のために港湾投資が

行われるならば，その場合lζ発生する港湾収支不均衡分に対して補損される

補助は妥当であると認められる。しかし，大都市港湾になるにしたがって，

ヒンターランドへの道路整備等の港湾開発費用が大規模lζ増加しつつある今

日の状況においては港湾サービスの生産が，はたして費用逓減の下で行われ

ているかどうかは疑問である。もし現在の港湾サービスの生産が費用逓増の

下で行われているとするならば，補助の論拠はなくなる。乙のような環境の

変化にもかかわらず，日本の港湾管理においては依然として補助を前提にし

ているのは大きな問題点であるといわねばならない。

港湾経営は，補助を前提とした上で行われるものではなし港湾サービス

生産の費用最小化の追求過程で、達成されるものである。も し，経営効率を最

大限iと発揮して港湾経営を行なったとしても，なおそのうえで，収支不均衡

が生ずる場合には，当該不均衡分lζ相当する補助は妥当であろう。現在の日

本の港湾管理者lζ対する補助は，乙のような論拠の下で行われているとは思
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われない。
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